
令和８年度歳末たすけあい募金地域助成事業
公　募　実　施　要　領
    豊後大野市共同募金委員会（以下「委員会」という。）が定める「豊後大野市共同募金委員会助成要綱」のほか、本要領に基づき令和８年度の歳末たすけあい募金の地域助成事業を公募します。
１　助成の条件
令和９年度に実施予定の福祉活動に要する経費を対象とします。
近年の社会福祉を取り巻く課題の一つとなっている、社会的孤立や生活困窮者、障がい者・児、母子・父子世帯等への支援を目的とした事業に助成します。
対象となる団体や助成対象となる事業は以下のとおりです。
（助成対象団体）
　　市内で福祉活動を行い、共同募金運動の趣旨について理解、共感し、共同募金運動に積極的に参画、推進することができる団体で、次に掲げるものとします。
　　（１）法人格の有無は問わないが、団体の規約等を備えていること。
　　（２）企業、政治目的を持つ団体、宗教団体等から独立して運営されていること。
　　（３）その活動から生じる利益を構成員に分配しないこと。
　　（４）活動の実績・内容及び財務の状況を自ら公開できること。
　　（５）活動計画、予算、決算等が整備されていること。
（助成対象事業）
　助成対象に該当する団体であっても、次に該当する事業は助成対象外となります。
　　（１）当該事業が、政治・宗教等の手段として行われているもの。
　　（２）営利目的なもの。
　　（３）財政上余裕があると判断できる団体の事業。

　　（４）借入金の返済及び負債整理の補填となるもの。

　　（５）特定の個人的活動またはそれに類する活動。

２　助成対象経費からの除外

　　事業を実施するにあたり直接必要な経費だけを対象とします。下記に該当する経費は、原則として対象から除外します。
（１）スタッフの打合せ、反省会等の飲食費またはそれに類するもの。
（２）団体の経常的な運営費、人件費、旅費など
（３）研修先や訪問先の拝観料、負担金など。
（４）高額な交通費・謝金・委託費、団体の会員が講師となる場合の謝金など。
（５）共同募金運動の趣旨に添わないイベント等の参加賞や景品など。
（６）領収書のとれないもの。
３　助成額             
事業の目的に応じて、以下の助成額を上限に助成を行います。
　　（１）社会的弱者支援型助成
　　　目　　的　

地域共生社会の実現に向けて、地域住民や民間福祉団体の主体的かつ分野横
断的な取り組みを促すべく、近年の社会福祉を取り巻く課題の一つとなって
いる、社会的孤立や生活困窮者、障がい者・児、母子・父子世帯等への支援
を目的とした事業に助成。
　　　助成額　　
３０万円以内（1団体につき）※但し、市社協が実施する事業を除く
助成額は、申請事業に係る対象経費の９５％以下（千円未満切捨て）とする。

　　　留意事項

　歳末時期の支援に限らず、上記の目的に沿った事業については通年実施する
事業も対象とします。
４　申請方法
    助成を受けようとする団体は、助成金交付申請書（様式５、様式６、様式４）に関係書類を添付して、令和８年５月１日（金）から５月２９日（金）までの間に、委員会に提出してください。※但し、市社協が実施する事業を除く
助成申請書は、委員会（豊後大野市社会福祉協議会）に備えています（または、ホームページからダウンロードできます）。
＜問い合わせ・提出先＞
〒８７９－７１５３　豊後大野市三重町玉田１１２８番地
大分県共同募金会　豊後大野市共同募金委員会

ＴＥＬ：０９７４－２２－６６７７　　　　ＦＡＸ：０９７４－２２－３１１８
５　助成金申請書の査定
助成金交付申請書を受け付け後、申請事業の内容及び申請団体の概要、財政状況等、必要に応じて事務局によるヒアリングを行います。査定結果により、申請額の減額をお願いすることがあります。
６　助成通知
（１）内定通知

    委員会が設置する審査委員会の審査を経て、令和８年９月頃、内定通知を行います。

（２）正式通知

正式な助成決定は、共同募金の実績額が確定した後に行い、令和９年３月（又は４月）に通知します。請求書（様式８）を委員会あて提出してください。
７　助成金の交付
    助成金は、令和９年５月に行われる、助成金交付式にて交付します。
　　※歳末見舞金の交付については、歳末募金額の確定後とする。
８　事業報告
　　助成金により実施した事業については、令和１０年３月末日までに完了報告書
　　（様式１１）及びありがとうメッセージ（様式１０）を提出してください。
９　助成事業の変更、および中止
（１）助成事業の変更
　　　　助成決定後、やむを得ない事情により、事業内容等に変更の必要が生じた場合は、事前に助成事業変更申請書（様式１３）と申請事業計画書（様式６）に見積書等必要書類を添付の上提出し、審査委員会を経て、会長の承認を受ける必要があります。会長の承認後は当初決定した助成金額以内で事業を実施してください。助成金額の増額はありません。
（２）助成事業の中止
　　　　助成決定後、助成事業の中止をした場合は助成事業中止届書（様式１５）を提出し、委員会へ助成金の返還を行ってください。事業実施の準備のため、助成金の一部を使用している場合においても全額返金を原則とします。
１０　赤い羽根共同募金のＰＲ
   　 助成金により実施した事業については、「赤い羽根共同募金」等の標示を行うなど当該事業が赤い羽根共同募金による助成を受けたことが住民に伝わるようにしてください。
１１  被助成施設・団体への監査
　  　委員会は、助成金により実施した事業に関して、必要に応じて監査を行います。
１２  助成金の取消又は返還等
   　 　次のいずれかに該当した場合は、助成を取り消し、助成金の一部又は全部を返還していただきます。
（１）申請書、完了報告書、添付資料等に虚偽の記載がある場合
（２）助成決定以前に事業に着手した場合（委員会の承認を得た場合は除く。）
（３）助成決定を受けた年度内に事業を実施しなかった場合
（４）助成金の使途が事業計画と異なる場合（委員会の承認を得た場合は除く。）
（５）助成事業の成果物の使途が恒常的に目的外と認められる場合

（６）助成事業の成果物の管理に著しい落ち度があった場合

